
武
生
市
役
所
企
画
調
整
課

一
般
事
務
職
及
び
保
育
士

　

第
１
次
試
験

　

第
２
次
試
験

初
任
給

お問い合わせは直通電話で

NTT 電話でもケーブル電話で
も、担当の課に直通でつなが
ります。
ケーブル電話…南条・今庄地区か
ら河野地区、河野地区から南条・
今庄地区にかけるときは166をつ
けてください。

自

衛

官

募

集

自
衛
隊
福
井
地
方
連
絡
部

武
生
募
集
事
務
所

南
越
消
防
組
合
職
員

採
用
候
補
者
試
験
案
内

南
越
消
防
組
合
総
務
課

南
越
前
町
職
員
募
集

総
務
課

特

別

弔

慰

金

支
給
の
お
知
ら
せ

保
健
福
祉
課

国
民
健
康
保
険
税

口

座

振

替

町
民
税
務
課

応援します　住まいの耐震診断
　全国各地で地震などによる住宅被害が発生していることから、木造住宅の耐
震診断の促進を図るため、耐震診断に要する費用の一部を補助します。

■対象となる木造住宅
① 昭和 56年５月 31日以前に着工されたもので
階数が２以下のもの。
② 延べ床面積の過半の部分が、住宅の用に供され
ているもの。
③ 在来工法または枠組壁工法による一戸建住宅。
④ 共同住宅や長屋住宅は、居住者の承諾を得てい
るもの。

■補助対象者
対象となる住宅の所有者
■対象となる耐震診断
福井県木造住宅耐震促進協議会が㈶日本建築防災
協会の定める「一般診断法」により実施する耐震
診断に限ります。

■個人負担　３，０００円
■補助対象棟数　６棟
■受付期間
７月１日㈮から７月15日㈮
■申し込み
申込書に次の書類を添えて提出してください。
・住宅位置図
・ 木造住宅の所有者および建築年月日が確認で
きる書類
※詳しいことはお問い合わせください。
■申込み先
建設整備課　 47・8003

桝桝
谷
ダ
ム
の
ダ
ム
湖
の
名
称
は

谷
ダ
ム
の
ダ
ム
湖
の
名
称
は

「
ま
す
た
に
湖
」
に
決
定

「
ま
す
た
に
湖
」
に
決
定



　

学
校
や
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
達
の
安
全
対

策
と
し
て
「
不
審
者
対
策
講
習
会
」
を
実
施
い

た
し
ま
す
。

　

講
習
で
は
、
全
国
や
県
下
で
発
生
し
て
い
る

不
審
者
事
件
の
事
例
説
明
や
実
技
指
導
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の

で
、
参
加
ご
希
望
の
方
は

教
育
委
員
会
ま
で
ご
連
絡

下
さ
い
。

『
子
ど
も
安
心
３
万
人
作
戦
』

『
子
ど
も
安
心
３
万
人
作
戦
』

「
不
審
者
対
策
講
習
会
」
の
お
知
ら
せ

「
不
審
者
対
策
講
習
会
」
の
お
知
ら
せ

■日　時　７月17日 ㈰
■会　場　南条文化会館　

作品展示　  9 時～16時 30分
舞台発表　13時～16時 30分

　さまざまなサークルや愛好会の作品やステージな
ど、日頃の練習の成果を発表します。みなさん是非ご
覧ください。

■問合せ　南条地区文化協議会（教育委員会事務局内）
47－ 8005

第 27 回南越前町文化協議会第 27 回南越前町文化協議会
南条地区発表会南条地区発表会

河野シーサイド温泉ゆうばえ
夏季営業時間のお知らせ

　河野シーサイド温泉ゆうばえは、夏季の間、
次のとおり時間を延長して営業します
■期　　間
７月16日 ㈯ から８月21日 ㈰ の土、日曜日

■延長時間
① 土曜日・お盆（８月12日～16日）
   朝10時から夜10時まで
②日曜日・祭日　朝９時から夜９時まで
　※ ７月 17日 ㈰ は朝９時から夜10時まで営業

します。
　※閉館の30分前までに入館してください。

■河野シーサイド温泉ゆうばえ　　 48－ 2388

環境配慮型住宅設備の設置を応援
平成17年度　南越前町太陽光発電等住宅設備設置促進事業

対象となる方
・ 自ら居住する戸建住宅に対象
設備を設置される方。
・ 年間所得が1200万円以下
の方。
・ 対象設備を設置する建売住宅
を購入する方。

対 象 設 備 の 種 類 補 助 額 限 度 額

太 陽 光 発 電 設 備
（設置費）×１/ ３ － NEF 補 助可能額または
出 力 (KW) ×10万 円 の い ず れ か 低 い 方 の 額

60 万円

・ 設備の販売・施工者は県登録を受けている
事業者に限る。（事業者一覧は建設整備課
又は、各総合事務所地域振興室で閲覧でき
ます。）
・ この制度により設備を設置した場合には、
設置後 3年間（年1回）使用状況の報告
を必要とします。

補助の条件

　建設整備課　 47-8003

補助対象の設備と
補助金額

第２次募集
補助件数　２件

内容を審査させていただきます。申請が
多い場合は抽選になります。

受付期間

７月１日（金）～７月29日（金）



住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の
お
知
ら
せ

か
ら
の

国

民

年

金

お

知

ら

せ

町
民
税
務
課

　

所
得
が
少
な
い
若
年
層
（
20
歳
代
）
の
方
が
、
将
来
、
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
（
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
）
が
あ

り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
1

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
で
所
得
要
件
を
審
査

　

若
年
者
納
付
猶
予
と
な
る
所
得
要
件
は
、
全
額
免
除
の
所
得
要

件
と
同
じ
で
す
が
、
世
帯
主
の
所
得
は
除
い
て
判
定
し
ま
す
。
こ

の
た
め
、
世
帯
主
の
所
得
が
高
い
た
め
に
保
険
料
免
除
の
対
象
と

な
ら
な
か
っ
た
方
が
、
若
年
者
納
付
猶
予
の
申
請
に
よ
り
対
象
と

な
り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
2

猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、
年
金
額
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん

　

納
付
猶
予
期
間
は
、
将
来
受
け
取
る
年
金
の
受
給
資
格
期
間
に

算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

ポ
イ
ン
ト
3

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

納
付
猶
予
期
間
中
に
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発

生
し
た
場
合
、障
害
基
礎
年
金
、遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
ま
す
。

※
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た
月
の
前
々
月
以
前
の
１
年
間
に
保
険
料

未
納
期
間
が
あ
る
と
、
こ
れ
ら
の
給
付
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
い
こ
と
は
、お
近
く
の
社
会
保
険
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
保
険
料
が
高
く
て
納
付
で
き
な
い
」

そ
ん
な
20
歳
代
の
方
へ

若
年
者
納
付
猶
予
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

　

フ
ラ
ッ
ト
35
が
さ
ら
に
使
い
や
す
く
な
り
ま
し

た
。
民
間
の
金
融
機
関
と
公
庫
の
提
携
で
生
ま
れ

た
、
安
心
の
長
期
固
定
住
宅
ロ
ー
ン
の
フ
ラ
ッ
ト

35
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

フ
ラ
ッ
ト
35
の
特
徴

○
返
済
が
終
わ
る
ま
で
、
金
利
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

○ 

最
高
８
、０
０
０
万
円
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

○
保
証
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

○ 

耐
久
性
な
ど
の「
住
宅
の
質
」を
確
保
し
て
い
ま
す
。

○ 

ご
親
族
の
た
め
に
住
宅
を
建
設（
購
入
）さ
れ
る

場
合
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

◎ 

詳
し
く
は
、
住
宅
金
融
公
庫
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w
w
.jyukou.go.jp/

■
問
合
せ　

住
宅
金
融
公
庫
北
陸
支
店

　
　
　
　
　

フ
ラ
ッ
ト
35
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　
　
　
　
　

☎
０
７
６
│
２
３
３
│
４
２
５
７

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
宅
金
融
公
庫
か
ら
の
お
知
ら
せ

さわやかにさわやかに
夏を走ろう　北陸路夏を走ろう　北陸路

夏の交通安全県民運動

７月21日（木）～30日（土）
交通安全スロー・シグナル・シャイン（３Ｓ）運動の推進



ペットを飼っていらっしゃる方へペットを飼っていらっしゃる方へ
正しいマナーを身につけましょう

ペットを飼っていらっしゃる方へペットを飼っていらっしゃる方へ
　飼い主には２つの責任があります。
　１つは、ペットが健康で幸せに暮らしていけるように、愛情をもって一生大切に世話をするという責
任。そして、もう１つは、周囲に迷惑をかけないという、社会に対する責任です。
　ペットの習性、行動などをしっかり理解し、正しいしつけを行って暮らすことは、飼い主の社会的責
務です。ペットが好きな人もいれば苦手な人もいるということを理解し、お互いの立場、考え方、ライ
フスタイルを認め合うことが、トラブルを防ぐ第一歩です。

犬を飼うマナーとルール
放し飼いはやめましょう

　近所の人や地域の人すべてが犬好きとは限
りません。犬を放し飼いにすると、農作物を
荒らしたり人をかんだり物などを壊したりし
て、地域の人に迷惑をかける恐れがあります
ので責任をもって飼いましょう。

散歩の時はふんの後始末を必ずしましょう
　道路沿いに犬のふんがあると、他の通行人にとっては非
常に不愉快で迷惑です。また、その土地や建物の所有者に
とっても迷惑ばかりか、その地域全体のトラブルのもとに
なりかねません。散歩の時は常にビニール袋などを持参し、
愛犬がふんをしたら速やかに処理し持ち帰りましょう。

猫を飼うマナーとルール
　外出自由にしている猫が、よその花壇に排泄したり、車のボンネット
に乗って傷つけたといった問題が増加しています。このような問題は、
実際に迷惑をかけたのがどこの猫かをはっきりさせるのが難しいため、
思わぬ濡れ衣を着せられたり、逆に本当は愛猫が迷惑をかけているの
に飼い主が気づかなかったりします。
　このようなトラブルが起こらないよう、室内飼育を行ったり決められ
た場所で排泄するようしつけたり、爪が伸びすぎないように爪切りをす
るなど、周りに迷惑がかからないように責任を持って飼育しましょう。 ■保健福祉課

「
く
ら
し
の
な
ん
で
も
相
談
」

を
開
催
し
ま
す

　

法
律
問
題
を
は
じ
め
日
頃
く

ら
し
の
中
で
困
っ
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
、
弁
護
士
や
金
融
の

専
門
家
等
が
お
応
え
し
ま
す
。

　

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

相
談
料
は
不
要
で
す
。

※ 

下
記
の
ほ
か
に
、
敦
賀
市
や

大
野
市
な
ど
で
も
開
催
し
て

い
ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

月　日 時　間 場　所

7月17日
（日）

9時～13時 武生労働福
祉会館

14時～17時 江労働福
祉会館

7月24日
（日） ９時～13時 福井県繊協

ビル８F

■問合せ先　福井県労働者福祉協議会
　　　　　　☎0776・21・5929

日　時：７月６日（水） 13：30～ 15：00
場　所：南条文化会館
内　容：「秋野菜の作り方」
講　師：蔬菜園芸専門技術員　山口　務 氏

■問い合わせ　教育委員会 47・8005

生 涯 学 習 講 座生 涯 学 習 講 座
どなたでも聴講できます。（無料）

日　時：７月７日（木）19：30～ 21：00
場　所：河野地区公民館（河野総合事務所前）
内　容：「古代遺跡と山林信仰」
　　　　～マンダラ寺遺跡の発掘成果から～
講　師：福井県立歴史博物館館長　仁科　章 氏

たのしい園芸講座たのしい園芸講座


